
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

三
〇
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
六
年
二
月
十
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
三
〇
―
一
〇
八

人
事
院
規
則
九
―
三
〇
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
三
〇
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）

第
十
九
条

災
害
応
急
作
業
等
手
当
は
、
職
員
が
次
に
掲

第
十
九
条

災
害
応
急
作
業
等
手
当
は
、
人
事
院
の
定
め



げ
る
作
業
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

る
職
員
が
次
に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

異
常
な
自
然
現
象
若
し
く
は
大
規
模
な
事
故
に
よ

三

異
常
な
自
然
現
象
又
は
大
規
模
な
事
故
に
よ
り
重

り
重
大
な
災
害
が
発
生
し
た
箇
所
又
は
そ
の
周
辺
に

大
な
災
害
が
発
生
し
た
箇
所
又
は
そ
の
周
辺
に
お
い

お
い
て
行
う
災
害
警
備
、
遭
難
救
助
又
は
通
信
施
設

て
行
う
災
害
警
備
、
遭
難
救
助
、
通
信
施
設
の
臨
時

の
臨
時
設
置
、
運
用
若
し
く
は
保
守
の
作
業

設
置
、
運
用
若
し
く
は
保
守
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す

る
作
業
で
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
と
人
事
院

が
認
め
る
も
の

四

異
常
な
自
然
現
象
に
よ
り
重
大
な
災
害
が
発
生

四

異
常
な
自
然
現
象
に
よ
り
重
大
な
災
害
が
発
生

し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い

し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
災
害
対
策
基
本
法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第

て
、
災
害
対
策
基
本
法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第

二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
災
害
対
策

二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
災
害
対
策



本
部
が
設
置
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
派
遣

本
部
が
設
置
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
に
派
遣
さ
れ
て

さ
れ
て
行
う
関
係
行
政
機
関
等
と
の
災
害
応
急
対
策

行
う
関
係
行
政
機
関
等
と
の
災
害
応
急
対
策
に
係
る

に
係
る
連
絡
調
整
の
作
業

連
絡
調
整
の
作
業
で
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る

と
人
事
院
が
認
め
る
も
の

五

（
略
）

五

（
略
）

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に

つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当

つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
（
大
規
模
な
災
害
と
し
て
人
事
院

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

が
定
め
る
災
害
に
係
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
千
八
十
円
）
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
第
一
項
の
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

場
合
の
第
一
項
の
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号



に
定
め
る
額
（
同
一
の
日
に
お
い
て
当
該
各
号
に
掲
げ

に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
一
の
日
に
お
い

る
場
合
の
二
以
上
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に

て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場

定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
）
と
す
る
。

合
に
該
当
す
る
と
き
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び

第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
あ
つ
て

は
、
第
三
号
に
定
め
る
額
を
同
項
の
手
当
の
額
と
す

る
。

一

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
作
業
又
は
同

一

第
一
項
第
一
号
の
作
業
又
は
同
項
第
五
号
の
作
業

項
第
五
号
の
作
業
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
作
業
に

の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
に
相
当
す
る
作

相
当
す
る
作
業
を
除
く
。
）
が
日
没
時
か
ら
日
出
時

業
が
日
没
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
わ

ま
で
の
間
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合

前
項
に
定
め

れ
た
場
合

前
項
第
一
号
又
は
第
五
号
に
定
め
る
額

る
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額

た
額

二

第
一
項
第
三
号
の
作
業
又
は
同
項
第
五
号
の
作
業

二

第
一
項
第
三
号
の
作
業
又
は
同
項
第
五
号
の
作
業



の
う
ち
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
に
相
当
す
る
作

の
う
ち
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
に
相
当
す
る
作

業
が
著
し
く
危
険
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
場
合

業
が
著
し
く
危
険
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
場
合

前
項
に
定
め
る
額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る

前
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
定
め
る
額
に
そ
の
百

額
を
加
算
し
た
額

分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額

三

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
作
業
又
は
同

三

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
作
業
又
は
同

項
第
五
号
の
作
業
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
作
業
に

項
第
五
号
の
作
業
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
作
業
に

相
当
す
る
作
業
を
除
く
。
）
が
人
事
院
が
著
し
く
危

相
当
す
る
作
業
を
除
く
。
）
が
人
事
院
が
著
し
く
危

険
で
あ
る
と
認
め
る
区
域
で
行
わ
れ
た
場
合

前
項

険
で
あ
る
と
認
め
る
区
域
で
行
わ
れ
た
場
合

前
項

に
定
め
る
額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
五
号
に
定
め
る
額

算
し
た
額

に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額

四

第
一
項
第
四
号
の
作
業
又
は
同
項
第
五
号
の
作
業

（
新
設
）

の
う
ち
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
作
業
に
相
当
す
る
作

業
が
深
夜
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合

前
項
に
定
め



る
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

た
額

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
三
〇
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

（
人
事
院
規
則
九
―
一
二
九
の
一
部
改
正
）

２

人
事
院
規
則
九
―
一
二
九
（
東
日
本
大
震
災
及
び
東
日
本
大
震
災
以
外
の
特
定
大
規
模
災
害
等
並
び
に
特
定
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
に
対
処
す
る
た
め
の
人
事
院
規
則
九
―
三
〇
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
特
例
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前



（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
特
例
）

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
特
例
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

第
三
条

職
員
が
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
規
則

第
三
条

規
則
九
―
三
〇
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

九
―
三
〇
第
十
九
条
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除

職
員
が
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
同
項
各
号

く
。
）
に
掲
げ
る
作
業
に
引
き
続
き
五
日
以
上
従
事
し

（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
作
業
に
引
き
続
き
五

た
場
合
の
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
額
は
、
同
条
第
二

日
以
上
従
事
し
た
場
合
の
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
額

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規

は
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

定
に
よ
る
額
に
、
当
該
作
業
の
区
分
に
応
じ
同
条
第
二

ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
額
に
、
当
該
作
業
の
区
分

項
に
定
め
る
額
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

に
応
じ
同
条
第
二
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
定

た
額
と
す
る
。

め
ら
れ
た
額
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た

額
と
す
る
。

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
特
例
）

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
特
例
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）



第
六
条

職
員
が
特
定
大
規
模
災
害
に
対
処
す
る
た
め
規

第
六
条

規
則
九
―
三
〇
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

則
九
―
三
〇
第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
作
業
に

職
員
が
特
定
大
規
模
災
害
に
対
処
す
る
た
め
同
項
各
号

引
き
続
き
五
日
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
院

に
掲
げ
る
作
業
に
引
き
続
き
五
日
を
下
ら
な
い
範
囲
内

が
定
め
る
期
間
以
上
従
事
し
た
場
合
の
災
害
応
急
作
業

に
お
い
て
人
事
院
が
定
め
る
期
間
以
上
従
事
し
た
場
合

等
手
当
の
額
は
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

の
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
額
は
、
同
条
第
二
項
及
び

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
額
に
、
当
該
作

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

業
の
区
分
に
応
じ
同
条
第
二
項
に
定
め
る
額
の
百
分
の

る
額
に
、
当
該
作
業
の
区
分
に
応
じ
同
条
第
二
項
各
号

百
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事

に
定
め
ら
れ
た
額
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
超
え

院
が
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
院
が
定
め
る
額
を
加
算
し

た
額
と
す
る
。


